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Ⅰ．開発事業に関するご案内

Ⅱ．開発事業者が行う協議調整の手続きフロー

Ⅵ．協議調整等の手続き

開発事業に係る事前協議の申出及び協議（第 11 条）01

適用除外（第 26 条）

関係自治会との協議（第 29 条、第 30 条）

小規模開発事業の申出（第 12 条）

住民説明（第 14 条～第 16 条）

協定の締結（第 17 条）

台帳の公開（第 22 条）

加西警察所長との協議（第 23 条）

-１-

 加⻄市では、本市のまちづくりと開発事業に関し、まちづくりの基本理念に基づき、市・開発事業者等・
市⺠が⼀体となってまちづくりに取り組み、開発事業に関する相互の理解と協⼒を促進することで、まちづ
くりと開発調整に関する基準、⼿続き及びその他必要な事項を定めた「加⻄市まちづくりと開発調整に関す
る条例」を策定し、これにより総合的な調整を⾏うことにより、適正な⼟地利⽤の促進を図り、良好な地域
環境の形成を⽬指しています。
 開発事業者等が本市において⼀定の開発事業等を⾏う場合、「当該開発事業が地域に与える影響に配慮し、
良好な環境が確保されるよう必要な措置を講じる」とともに、「開発事業に係る⼿続き」、「緑地整備及び既
存森林の保全に係る⼿続き」を実施する必要があります。
※緑地整備及び既存森林の保全に係る⼿続きについての詳細は別資料をご確認ください。

 開発事業に係る⼿続きフローは下図のとおりです。

 開発事業者が⾏う協議調整の⼿続きフローに⽰した⼿続きについての詳細を以下に⽰します。

 以下の開発事業は、開発協定締結等に関する規定の適⽤が除外されます。

 以下の開発事業を⾏う場合は、開発事業者は関係⾃治会との間で協議を⾏い、施設の維持管理及び施設利
⽤者と地域とのトラブル防⽌に関する協定を締結する必要があります。

 住環境に影響があると考えられるが⼩規模である、条例第２条第５号ウ、キ、ケ、セ、タに該当する開発
事業を⾏う場合は、開発事業者が市へ⼩規模開発事業に係る申出書を提出した後、市と協議はせず、住⺠説
明のみ⾏います。

 開発事業は近隣の住環境や地域へ及ぼす影響が⼤きいことから、開発事業者は計画段階において住⺠説明
を⾏い、その計画内容に対して関係住⺠は意⾒書を提出することができ、開発事業者はその意⾒書に対して
⾒解書を作成、送付します。

 開発事業を⾏う場合は、開発事業者が市へ開発事業に係る事前協議申出書を提出し、次に掲げる事項につ
いて協議を⾏います。

 開発事業に係る事前協議申出書・⾒解書・協定書に基づき台帳を作成し、窓⼝及びホームページで市⺠の
みなさまに公開します。

 開発事業者は、深夜に営業を営む店舗の開発事業を⾏う場合、加⻄警察署⻑との犯罪の防⽌に配慮した計画、
設備等についての協議が必要となります。

 住⺠説明等の⼿続が終了し、市と開発事業者との間で協議内容について合意した際には、協議内容を担保
するため、市と開発事業者との間で協定を締結します。
※対象となる事業については１⾴をご覧ください。

⼟地利⽤基本⽅針・まちづくり基本計画 / 地域環境形成のための基準 / 公共公益施設の整備基準

条例第２条第５号オ、カ、サに該当する事業⾯積が 3,000 ㎡未満の開発事業
条例第２条第５号キ、ケ、セに該当する開発事業
条例第２条第５号ソに該当する増加後の事業⾯積が 3,000 ㎡未満の開発事業
条例第２条第５号タに該当する増加後の事業⾯積が 1,000 ㎡未満の開発事業

※ただし、上記に該当する場合であっても第２条第５号各号に掲げるもののうち、２以上に該当する開発事業で
ある場合は適⽤除外となりません。

特定⽤途制限地域内における第 2条第 5号ク、ケ、チに該当する開発事業
第 2条第 5号ス、セ、ソ（太陽光発電施設等の⽤に供するものに限る）⼜はタに該当する開発事業

 本件に関し、ご不明な点がある場合は下記にお問合せください。
加⻄市役所 建設部 都市計画課 / 建築課
〒６７５−２３９５ 兵庫県加⻄市北条町横尾１０００ ☎０７９０−４２−１１１０（代表） HP https://www.city.kasai.hyogo.jp/

開発業者による事前協議の申出

事業計画の説明会

意⾒書の受領

市との協議

勧告内容の公表

事前協議の終了

開発協定の締結

各法令に基づく許可⼜は届出 各法令に基づく許可⼜は届出

開発事業の場合 ⼩規模開発事業の場合

対象事業：第２条 5号ア、イ、エ、オ、カ、ク、コ、サ、シ、ス、ソ、チ 対象事業：第２条 5号ウ、キ、ケ、セ、タ

※市の基準に基づく
指導・助言・勧告

関係住民から
意見あり

※勧告に従わない場合　

⾒解書の提出

関
係
住
民
か
ら
意
見
な
し

開発業者による事前協議の申出

事前協議の終了

※対象事業：
　ク・ス・ソ・チ

事業計画の説明会

説明会等実施状況
報告書の提出

意⾒書の受領

関係住民から
意見あり

⾒解書の提出

⾃治会との
管理協定の締結

説明会等実施
状況報告書
の提出

⾃治会との
管理協定の締結

関
係
住
民
か
ら
意
見
な
し

※対象事業：ケ・セ・タ

※対象事業：コ

加⻄警察署⻑との
防犯に関する協議

意見なし

意見
あり

意見
なし

意見
あり



Ⅲ．対象事業の判断 Ⅳ．特殊建築物等用途一覧（施行規則第３条第４項）

Ⅴ．対象事業別の必要手続き一覧

-３--２-

 以下のフローにより、事業計画が条例第２条第５項のどの事業となるかを判断します。

(１) ⻑屋、共同住宅、寄宿舎⼜は下宿
(２) ⽼⼈ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
(３) ⽼⼈福祉センター、児童厚⽣施設その他これらに類

するもの
(４) 公衆浴場
(５) 病院
(６) ⼯場
(７) 危険物の貯蔵⼜は処理に供するもの
(８) ボーリング場、スケート場、⽔泳場その他これらに

類する運動施設
(９） マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝⾺投票券

発売所、場外⾞券売場その他これらに類するもの
(10) カラオケボックスその他これに類するもの
(11) 遊技場その他これに類する施設
(12) ホテル⼜は旅館
(13) 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第２条第３項

に規定する簡易宿所営業の⽤に供する⼀⼾建ての住
宅、⻑屋、共同住宅、寄宿舎⼜は下宿

(14) 住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）第２条
第３項に規定する住宅宿泊事業の⽤に供する⼀⼾建
ての住宅、⻑屋、共同住宅、寄宿舎⼜は下宿

条例第２条第５号カ、キで事前協議⼿続きが必要になる「特殊建築物等」の⼀覧を以下に⽰します。
建築基準法上の特殊建築物ではありません。
対象になる事業区域⾯積は次のとおりです。
 特定⽤途制限地域内＝500 ㎡以上、その他＝1,000 ㎡以上

◆特殊建築物等⼀覧

◆対象事業別の必要⼿続き⼀覧

関係⾃治会との協議（施設管理協定）(29・30 条 )
勧告・公表 (24・25 条 )

⼩規模開発事業の申出 (12 条 )

住⺠
説明 ⾒解書または説明会等実施

状況報告書の提出 (14・16 条 )

事業計画説明会の実施 (14 条 )

市との協定の締結 (17 条 ) ※適⽤除外あり
台帳の公開 (22 条 )
加⻄警察所⻑との協議 (23 条 )

開発事業に係る事前協議の申出及び協議 (11 条 )

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ
対象事業の種類

(15) 畜舎
(16) 堆肥舎
(17) 店舗
(18) 事務所
(19) 倉庫（農業の⽤に供するものを除く。）
(20) キャバレー、料理店その他これらに類するも

の
(21) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場⼜はナ

イトクラブその他これらに類するもの
(22) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類

するもの
(23) ⽕葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場そ

の他の処理施設
(24) 結婚式場、葬儀場その他これらに類するもの
(25) 研究所⼜は研修所
(26) 公会堂⼜は集会場（⾃治会、加⻄市区⻑会⼜

はふるさと創造会議が管理するものを除く。）
(27) 展⽰場
(28) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの（近

隣住⺠を対象とするものを除く。）

開発事業
⼩規模開発事業

事
業
区
分

必
要
な
⼿
続
き

 事前協議等が必要となる開発事業について、各対象事業に必要な⼿続き等は以下のとおりです。

緑地整備等に関する協議（48 条）

※開発⾏為：⼟地の造成、
⼟地の区画形質の変
更、⼟地利⽤の⽤途変
更⼜は事業区域増加を
含む⾏為

該当の事業計画

建築物・⼯作物・太陽光発電施設等の設置
（例：共同住宅の新築、⼯場の改築、太陽光パネルの設置）

既存事業区域の⾯積増加
（例：既存⼯場の敷地拡張）

⼟地の造成・区画形質の変更
（例：宅地分譲、駐⾞場⽤の整備）

※⼀団の⼟地で複数の⾏為を⼀体的に
 ⾏う場合は、⼀つの開発事業とみなします

判断フロー A へ 判断フローＥへ判断フロー B 〜 D へ

主な事業の⽬的は？主な事業の⽬的は？

既存の事業区域を
増加させる

太陽光発電施設等で、200 ㎡以上 1,000 ㎡未満増加

1,000 ㎡以上増加

太陽光発電施設等
の設置

判
断
フ
ロ
ー
Ａ

判
断
フ
ロ
ー
Ｂ

判
断
フ
ロ
ー
Ｃ

判
断
フ
ロ
ー
Ｄ

判
断
フ
ロ
ー
Ｅ

該当事業：ソ

該当事業：タ

増加させる
⾯積は？
増加させる
⾯積は？

200 ㎡以上 1,000 ㎡未満

1,000 ㎡以上
5,000 ㎡未満 対象である

対象「外」である 該当事業：ス

事前協議対象外

事前協議対象外

該当事業：セ

事業区域の
⾯積は？
事業区域の
⾯積は？

兵庫県条例※の
届出対象か？
兵庫県条例※の
届出対象か？

※露天駐⾞場等の場合、増加⾯積
が 3,000 ㎡未満で盛⼟規制法の
許可が不要な場合は対象外

既存事業区域の⾯積増加

太陽光発電施設等の設置

建築⾏為② 特定の⽤途・地域

建築⾏為① ⼀般建築物

⼟地の造成・区画形質の変更

※兵庫県太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例

※右記参照

⼟地に直接設置する太陽光発電施設、
蓄電池が対象（建築物の屋根、ため
池⽔⾯への設置等は除く）

建築物の新築・
増改築等が⽬的

特
定
⽤
途
制
限
地
域
で
の

建
築
・
特
定
⽤
途
の
建
築

1,000 ㎡以上 はい

はい
1,000 ㎡
未満

判断フローＣへ

該当事業：エ

はい 該当事業：シ

はい 該当事業：チ

はい 該当事業：コ

はい
※いずれも「いいえ」の場合は事前協議対象外

該当事業：キ

該当事業：ク

該当事業：ケ

はい

該当事業：オ
はい

はい

該当事業：カ

建築物の⾼さが 15ｍ以上
または建築⾯積が
1,000 ㎡以上ですか？
建築物の⾼さが 15ｍ以上
または建築⾯積が
1,000 ㎡以上ですか？

共同住宅・⻑屋・寄宿舎等ですか？共同住宅・⻑屋・寄宿舎等ですか？
15 ⼾ / 室以上ですか？15 ⼾ / 室以上ですか？
特定⽤途制限地域内で
３⼾ / 室以上ですか？

（オ・カ・クを除く）
特定⽤途制限地域内で
３⼾ / 室以上ですか？

（オ・カ・クを除く）
深夜営業店舗で事業区域が 1,000 ㎡以上ですか？深夜営業店舗で事業区域が 1,000 ㎡以上ですか？
ホテル・畜舎・葬儀場等の特定の専⾨施設ですか？ホテル・畜舎・葬儀場等の特定の専⾨施設ですか？
⼯作物（建築物以外）で、⾼さが 31ｍ以上ですか？⼯作物（建築物以外）で、⾼さが 31ｍ以上ですか？

いいえ
いいえ

改築・⽤途変更・移転ですか？改築・⽤途変更・移転ですか？

新築ですか？新築ですか？

対象は「特殊建築物等※」ですか？対象は「特殊建築物等※」ですか？

事前協議対象外

⼟地の造成・区画
形質の変更が⽬的

1,000 ㎡以上 はい

いいえ
1,000 ㎡
未満

該当事業：ア

はい

該当事業：イ
はい

はい

該当事業：サ

事業区域の
⾯積は？
事業区域の
⾯積は？

建築物または⼯作物の
新築⽤地の開発⾏為ですか？
建築物または⼯作物の
新築⽤地の開発⾏為ですか？

露天駐⾞場や資材置き場
としての利⽤ですか？
露天駐⾞場や資材置き場
としての利⽤ですか？

3,000 ㎡以上または盛⼟
規制法の許可が必要ですか？
3,000 ㎡以上または盛⼟
規制法の許可が必要ですか？

特定⽤途制限地域内で「特殊建築物等」を建築し、
事業区域が 500 ㎡以上ですか？（オ・カを除く）
特定⽤途制限地域内で「特殊建築物等」を建築し、
事業区域が 500 ㎡以上ですか？（オ・カを除く）

特定⽤途制限地域内で
３区画以上の分譲ですか？

（イに該当しない場合）
特定⽤途制限地域内で
３区画以上の分譲ですか？

（イに該当しない場合）

２区画以上の分譲ですか？２区画以上の分譲ですか？
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
いいえ

事前協議対象外

はい

該当事業：ウ
いいえ

事業区域の
⾯積は？
事業区域の
⾯積は？


